
令和元年度の取り組みについて
Ａ（改善）

※第８期保健医療計画に向けた課題及び対策を含む

課題 今後の対策

救急医療の適正利用の啓発
（県）
・救急車や救命救急センター本来の役割を確保するため、関係
  機関と連携し啓発ポスターの作成や新聞広告などのメディア
  などを活用した救急車の適正な利用と救急病院などの適正
  受診の啓発を行う。

・救急対応ガイドブック、急病対応あんしんカード、マグ
  ネット（合計約2,000枚）をイベント等で配布
・救急医療啓発用ポスターを保健所等へ配布
・ラジオで適正受診の啓発を行った。

救急搬送体制の充実
（県・市町村）
・救急隊員の救急救命士養成所への派遣や資格取得者の採
  用などを進める

（県）
・「高知県救急医療協議会メディカルコントロール専門委員会」
  において検証医との検討会の開催、検証票の集計と分析な
  ど事後検証体制の構築に関する検討を行う
・救急救命士などに対する再教育に向けて医療機関との協力
  体制づくりを進める
・ＪＰＴＥＣ研修やＭＣＬS研修の実施

・一般財団法人救急振興財団の行う救急救命士養成
  研修（新規養成課程研修）への参加
  （R1：23名）

・県内消防本部を４ブロックに分け、ブロック単位で実
  施する合同検証会を実施した。(8回)
・MC専門委員会再教育検討会を開催（11月５日）し、
以下の項目について検討した。
　①病院実習実施要領の策定について
・JPTEC研修を実施した。
  （第31回　18名）

救急医療提供体制の充実
（１）医師確保
　（県）
・高知医療再生機構や高知地域医療支援センターなどと連携し
  て県外から医師の招へい及び赴任医師に対する支援を行う
・若手医師にとって魅力あるキャリア形成環境を整備する

（２）ドクターカーの効果的な運用
・ドクターヘリが運航できない夜間や悪天候時の代替としての活
 用など関係機関で検討を行う

（３）救急医療連携体制の充実
　（県）
・高知県救急医療・広域災害情報システムがよりよいシステム
  となるように運用改善やシステム改修等について検討する。
・三次救急医療機関の負担を軽減するために、救急医療協議
  会や救急医療関係機関意見交換会等を開催し、医療機関の
  連携体制を構築する

（１）医師確保
・県外から赴任した医師１名に研修修学金を貸与し
た。
・高知大学に設置した災害・救急医療学講座において
　若手医師を育成した。

（２）ドクターカーの効果的な運用
・三病院救命救急センター連絡協議会において各病院
　ドクターカーの状況について情報共有した。

（３）救急医療連携体制の充実
・高知県救急医療協議会及び救急医療体制検討専門
　委員会でICTの活用状況について報告を行う。
・平成26年10月21日付けで新たに規定した、高知県独
  自の救急病院等の認定及び更新要件により、７病院
　について救急病院の更新を行った。

救急医療情報提供の充実
（県）
・「こうち医療ネット」を活用して医療機関の診療科目や時間な
  どの基本的情報や提供している医療サービスや医療の実績
  に関する事項など、分かりやすい医療機能情報の向上に努め
　る
・「こうち医療ネット」に掲載される医療機関の応需情報につい
  ては、更新頻度が上がるよう各医療機関への働きかけを進め
　る

救急告示病院の更新の際に応需更新率90％未満の
病院がある場合は応需情報の更新について依頼す
る。

Ｐ(計画） Ｄ（実行）
Ｃ（評価）

 （図表6-2-13）回復期リハビリテーション病棟入院料（Ⅰ～Ⅲ）の届出医療機関数                                    福 祉 保健 所・ 保健 所別                             出 典： 診療 報酬 施設 基準 （平 成 24年 11 月1 日現 在）  
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